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はじめに

昨年１２月１７日 「平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱」が決定、

された。新たな防衛計画の大綱では、実効的な抑止及び対処、アジア太平

洋地域の安全保障環境の一層の安定化、グローバルな安全保障環境の改善

を防衛力の役割としている。これらの役割を果たすため従来の基盤的防衛

力構想によることなく、動的防衛力を構築することとされた。このため、

昨年１２月 「防衛力の実効性向上のための構造改革推進委員会」が設置、

され、本年６月を目途として、その検討成果及びさらに検討を要する課題

への取り組み方針などを取りまとめるべく検討が行われているところであ

る。防衛装備品に係る総合取得改革についても、この検討の一環として推

進することとされた。

契約制度研究会においては、装備品等の取得に関する契約の制度的側面

や装備品等の調達に係る各種の制度について、国側から見た調達コストの

抑制にとどまらず、短期的・中長期的な視点も踏まえ、企業が防衛事業に

取り組むメリットの向上や、効率化の努力を行った者が報われるＷｉｎ－

Ｗｉｎ（ウィンウィン）関係等の構築に留意しながら、検討を重ね、昨年

８月に中間報告「防衛装備品に関する契約制度の改善方策について （以」

下 「第１回中間報告」という ）を公表した。その後、引き続き、この、 。

問題意識の下、昨年９月から５回にわたり検討を行ってきた。構造改革推

進委員会において予定されている本年６月の検討成果の取りまとめと歩調

を合わせるべく、この機会にこれまで検討した事項について整理しておく

ことが有益と判断し、第２回中間報告としてとりまとめたものである。
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１ 第６回以降の検討状況等

本研究会は、昨年８月２５日、超過利益返納条項付契約及びインセン

ティブ契約制度に関し、短期的課題、中長期的課題に分けて中間報告に

おいて提言した。その後、昨年９月から本年３月にかけて５回の研究会

を開催して、検討を行ってきた。

(1) 第１回中間報告に盛り込んだ提言のフォローアップ

９月３０日に実施した第６回研究会において、第１回中間報告に盛

り込んだ提言のフォローアップを行うため、コストマネジメント作業

部会、インセンティブ契約作業部会及びリスクマネジメント作業部会

を設置した。このうち、コストマネジメント作業部会において、上原

会長代理が部会長に就任した。上原部会長の指導の下、超過利益返納

条項付契約の取扱について防衛省の内部部局、装備施設本部などの担

当職員が必要な調査、検討を行った。

(2) 複数年度契約

第１回中間報告において、９月以降ＰＢＬの契約的側面について検

討することとしていたところである。ＰＢＬについては、実施のため

のベース（前提）となるサプライチェーンマネジメントを効果的に実

施するためには相当程度の初期投資が必要であることなど、本来のコ

ストダウンを実現するためには、一定程度まとまった長期の契約が不

可欠であるとの認識から、まず、そのような安定的な複数年度にわた

る契約（本報告書においては、国庫債務負担行為の上限の５年を越え

） 。 、る契約 にかかる検討の中で取り扱うことが有益と判断した そして

第１回中間報告において、５年を越える国庫債務負担行為により集中

調達の拡大の可否について検討課題として盛り込まれていたことと併

せ、まずは、ＰＢＬを含めて、複数年度契約について検討することと

した。

複数年度契約の検討に当たっては 「民間資金等の活用による公共、

施設等の整備等の促進に関する法律 （平成１１年法律第１１７号）」

（以下 「ＰＦＩ法」という ）及び「競争の導入による公共サービ、 。

スの改革に関する法律 （平成１８年法律第５１号 （以下 「公共サ」 ） 、

ービス改革法」という ）の枠組みなど、現在、法的枠組みとして整。

備されている制度に、具体的な懸案となっている事業を適用する際の

問題点を整理検討するいったアプローチを取った。
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２ 複数年度契約（ＰＦＩ）

(1) 検討の必要性

安定的な複数年度にわたる契約の導入について検討するため、平成

２３年度予算において計上されている次期Ｘバンド衛星通信の整備事

業を具体的な検討材料として議論を行った。本来、衛星の設計寿命に

見合った１５年程度の長期一括契約を相手方と締結することが安定的

な契約関係を構築する観点から望ましい。しかしながら、国の契約の

場合、財政法上の制約から、最長で５カ年の国庫債務負担行為しか行

うことができない。したがって、１５年間の衛星通信役務を調達する

場合には、５カ年の国庫債務負担行為を数回繰り返すことが必要とな

る。このことは、契約相手方からみれば、５年を越えた後の契約につ

いては事実上の期待に基づき、巨額の投資を行い未確定の契約期間を

よりどころに回収期間を設定することになる。しかし、このような、

過度に契約当事者の一方がリスクを負う事業形態は、契約金額を押し

上げることにつながり、また、企業の株主に対する説明責任、及び契

約締結の透明性、公正性がより強く求められる現在において採用する

ことは困難である。

また、現在防衛省が締結している衛星通信役務契約においては、通

、 、信衛星の製造 打ち上げ等多大なコストとリスクを伴う初期投資には

防衛省が関与せず、既に運用可能となった通信衛星による役務のみを

調達するという方式がとられているが、この方式は相手方企業に莫大

な初期投資と打ち上げ失敗に係るリスクの一切を負担させることによ

って成り立っている。そこで、本研究会では、官側と民側の適切なリ

スク分担を図ることで、安定的かつ、コスト抑制に資するような複数

年度にわたる契約を締結して、次期Ｘバンド衛星通信の整備を行うた

めの方策とこれに伴う課題を抽出した。

(2) 安定的な事業環境の構築

５年を年限とした現行の国庫債務負担行為の枠組みは企業の投資回

収の観点から見た場合、短いことが多い。すなわち、初期段階におい

て莫大な投資が必要となる事業の場合、５年の契約期間の官側の支払

い額では利益を出すどころか、初期投資の回収すらできないことが発

生する。場合によっては、調達不能となることもあり得る。

これを回避するため、長期の安定した複数年度契約を締結すること

ができれば、官民間に長期安定的な事業環境を構築することが可能と

なり、ライフサイクルコストの削減が可能となる。官側にとっては調
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達に関する投資額の平準化による長期的観点からの予算の計画的な取

得及び執行の実現が可能となり、また受注者側のリスク軽減につなが

ることから、新規参入の促進効果が期待できる。

衛星通信役務の調達は、衛星の設計寿命が１５年程度であることか

ら、１５年超の契約期間が必要となる。

この点、現在、１５年超の長期契約を国が締結することを許容する

法的枠組みとしては、ＰＦＩ法しかない。ＰＦＩ法において対象とな

るのは、道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業

用水道等の公共施設、庁舎、宿舎等の公用施設など、地上に設置され

る施設の整備、維持、運用であり、人工衛星などの移動体は対象とな

っていない。しかしながら、第１７７回通常国会に人工衛星などの移

動体の製造、維持、運用にかかる事業も対象に加えるという内容を含

んだＰＦＩ法改正案の提出が予定されており、同改正法が成立したと

いう前提に立てば、Ｘバンド衛星通信の製造から打ち上げ、運用まで

をトータルでＰＦＩ法を活用して行うことが、安定した複数年度にわ

、 。たる契約に基づく 衛星通信役務の調達のためには適切な方策である

なお、契約期間が長期にわたることからその間に技術革新が生じた

場合、かえって非効率な事業内容となる場合や財政の硬直化を招くリ

スクがあることに十分配慮した事業計画を策定することが必要であ

る。

(3) 事業実施方針の検討

Ｘバンド衛星通信の整備事業をＰＦＩを活用して行う場合、ＶＦＭ

を最大化し、官民ともに便益を得るために必要な事項について以下の

とおり提言する。

ア 官民一体となった取り組み

通信衛星事業をＰＦＩ事業で行う場合、官民ともに厖大な人的・

物的コストと時間をかけた長いプロセスを踏むことが不可欠であ

る。また、契約書も事業の内容、リスク分担を明確にする必要があ

。 、 、る このため 契約相手方となる事業者とは事前に十分協議を行い

事業が開始され、具体化された段階でそれぞれの期待していた内容

に齟齬が存在することが判明するといったことを回避する必要があ

る。そのため、第一段階では、適格な資格要件を元に契約相手方候

補を絞り、その後、それぞれの候補者と交渉を行って、最終的な契

約内容を詰めていくという、いわゆる「競争的交渉」方式を導入す

る必要がある。
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その際、交渉の相手方との情報共有が重要である。相手の提案に

ついて、的確に評価するためには、相手との共通の情報に基づく交

渉を行うことが必要である。そのためには、第１回中間報告におい

て提言したコストデータベースの整備が有効である。この点、第９

回研究会において防衛省より、コストデータベース構築のため経費

が平成２３年度予算に計上されている旨報告があった。引き続き、

コストデータベースの構築に向けた取り組みを期待する。

イ 運用を見据えた計画の策定

衛星事業においては、衛星製造事業者、打ち上げ事業者、ＳＰＣ

。( 特別目的会社)など当事者が多岐にわたるspecial purpose company

例えば、衛星のバスとミッション部の所有者が異なる場合、権利関

係が複雑となり、場合によっては契約成立が困難となる可能性があ

る。

ウ 事業の採算性及び継続性を踏まえた計画の策定

① 契約主義

衛星通信に係るＰＦＩ事業は、衛星の製造及び打ち上げを伴う

宇宙関係事業であることから、多大なコストとリスクを伴い、ま

た、利害関係者も多岐にわたって複雑であるとともに、契約期間

も長期にわたる事業である。したがって、契約相手方との間の合

意については、明文により当事者の役割、責任分担、リスク分担

等の契約の内容について詳細に定めておく必要がある。例えば、

長期にわたる契約においては、重大な契約違反の発生に伴うペナ

ルティもさることながら、細かな頻度で日常的に発生する小さな

ミスに対して当事者の権利関係をどのように調整するかといった

ことも重要であり、契約条項の細部にわたって、このような問題

を解決するための規定を盛り込んでおく必要がある。

② 民間経営資源活用原則及び効率性原則

ＰＦＩ事業において、民間資本、経営能力及び技術的能力を活

用し、その創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に

事業を実施することを念頭において事業検討を行う必要がある。

仕様が固まっている財、サービスを調達する場合と異なり、ＰＦ

Ｉ事業は具体的な仕様を応募者が個別に提案するいわゆる性能発

注であることから、価格が低い方がコストと便益の比率が高いと
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は限らない。予定価格を越える提案が費用便益比率が最も高いこ

とがあり得る。しかしながら、現在の予定価格制度は契約価格の

上限を拘束するものであることから、そのような提案は排除され

る傾向がある。

３ 複数年度契約（ＰＢＬ）

ＰＢＬ( )については、９月以降引き続き、Performance Based Logistics

諸外国の取り組み状況や防衛省での検討状況について防衛省担当者にヒ

アリングを行った。本研究会においては、ＰＢＬの契約にかかる課題に

ついて検討した。

(1) 契約期間について

ＰＢＬにおいて、コストダウンを実現するためには、サプライチェ

ーンの構築など、初期投資が必要である。これを回収し、一定のパフ

ォーマンスを実現するためには、安定的な複数年度にわたる契約が必

要である。このため、最長１０年間の長期契約が可能な公共サービス

改革法のスキームを活用することについても検討すべきである。

(2) 予定価格の算定方法等に関する検討

ＰＢＬ契約ではパフォーマンスの達成に対して対価を支払うため、

予定価格の算定に際し、従来から実施してきた原価計算方式で対応で

きるかという問題がある。これまでの、材料費や労務費の積上げ方式

では、契約相手方のコストダウンのインセンティブが引き出すことが

できず、ＰＢＬ方式を採用するメリットを享受することができない。

契約相手方のコストダウンのインセンティブを十分引き出し、ＰＢＬ

のメリットを享受するためには、できるだけ早期に固定価格方式を実

現すべきである。しかしながら、日本においては、ＰＢＬは官にとっ

ては未知の契約方式であることから、当初は適正な固定価格を決定す

ることが困難であり、かつ必要なサービスに対して適正な対価を支払

うという関係が構築できないリスクを伴う。このため、より大きなパ

フォーマンスを実現した場合に報奨を支払い、期待されたパフォーマ

ンスを達成できなかった場合にはペナルティを課すといった、インセ

ンティブ契約の導入などが検討されるべきである。

しかしながら、我が国の会計法に基づく契約制度は、仕様が定めら

れている財・サービスの購入を前提として作られているため、契約相

手方のインセンティブを引き出すために報奨を支払うという仕組みが

ない。このため、今後、この点を含め、契約制度全般の見直しも含め
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た検討が必要である。

(3) 契約の実例を踏まえた実態的な検討

ＰＢＬも安定的な複数年度にわたる契約に基づく事業であること

は、ＰＦＩと同じである。したがって、２( )ウ①で述べたように、3

契約の細部にわたる検討がＰＢＬにおいても重要である。可能であれ

ば、契約書の実例を入手し、個別の条項毎に、その背景となる考え方

をおさえていくといった、具体的なものをしっかり研究することがＰ

ＢＬのノウハウを身につける上で極めて重要である。実際にＰＢＬ事

業を行うに当たっては、我が国の実行と整合させるためのチューンア

ップを施すことが必要である。これを行うことにより、実際の事業に

おいて契約書にそぐわない事態が生じた場合にも、関係する契約の条

項の基礎となる考え方を踏まえながら、現実の事態に整合する文言に

改めることで、円滑な事業の継続が可能となる。これらを可能とする

ためには、長期的にＰＢＬ事業にコミットできる体制を防衛省内に構

築することが必要である。

(4) 今後の検討

今後、防衛省において、ＰＢＬパイロットモデルとして特別輸送ヘ

リコプターＥＣ－２２５ＬＰに係る整備用部品の在庫保証及び修理役

務等について従来型の契約からＰＢＬ契約に移行することを検討中で

ある。今後、ＥＣ－２２５ＬＰのＰＢＬ契約導入に向けた検討の進捗

に合わせ、引き続き議論していくこととする。

４ 第１回中間報告に盛り込んだ提言のフォローアップ

(1) 作業部会の開催

第１回中間報告において短期的課題として提言した「超過利益返納

条項付契約 （以下 「超利」という ）について、１０月２０日及び」 、 。

２月３日にコストマネジメント作業部会を開催し、検討した。

(2) 作業部会における議論の概要

１０月２０日の部会では、まず、装備施設本部、各幕などの各機関

の担当者が参集し、それまでの契約制度研究会における議論を整理す

るとともに、装備施設本部以外の各機関においては、ほとんど超利は

行っていないことを確認した。そして、装備施設本部においてこれま

での超利について、同条項を付した理由の調査を行うこととした。
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装備施設本部において、平成１９年度から同２１年度分の契約につ

いてその理由を調査し、その結果を、１２月１６日第８回契約制度研

究会において聴取した。それによると、平成１９年度から平成２１年

度までの間に超利の件数は３３４件であり、その理由として、競争性

がない、原価が推定できない、見積書に不確定な部分が多いなどがあ

げられた。また、契約金額が確定している１４７件のうち、超過利益

の返納を求めた契約の件数は１４件であった。装備施設本部からは上

記１４７件のうち１４３件について今後も超利条項を付す必要がある

との報告があった。

これに対し、超利において実際に超過利益の返納を求めた契約の割

合から考えるとその有用性には疑問があり、装備品のコストについて

もっと役に立つコスト把握の方法に変えていく必要があるといった意

見や、普通の商取引から見ると、異質なものであり、このような不自

然なものは止めるべきであるという意見が出された。

その後、２月３日に開催された作業部会において、過去超利が一定

の役割を果たしてきたことは認めつつも、超利においては契約相手方

に対し超過利益の返納を求める一方、超過コストが発生した場合には

契約相手方に対しこれを支払っていないことを見れば官民間で均衡を

失しているのではないか、また、原価監査を実施するために官民双方

に相当の内部コストが発生しているのではないか、といった議論があ

った。

他方、超利を行わないこととしたとして、これに替わる方式が全く

示されないのでは、契約実務の現場において混乱が生ずる、また、会

計検査院に対し、これまで契約価格の適正性を担保する手段として超

利を活用している旨説明していることとの関係で問題が生ずるとの議

論があった。そして、超利の今後の在り方について検討する上で、

① 実際に超利条項に基づき実施されている原価監査の実態について

整理する

② 諸外国の実例を調査する

などとされ、現在作業を行っているところである。

今後、上記作業の結果に基づき、検討を進め、研究会において報告を

聴取し、検討を進めていくこととする

５ 今後の課題
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本研究会では、今後、４月以降、次のとおり検討を進めていきたい。

(1) 複数年度契約

ＰＦＩについては、Ｘバンド衛星通信の整備事業の進捗に応じて報

告を受けつつ、必要に応じ助言を行っていく。

ＰＢＬについては、上記３( )に述べたとおり進めていく。4

(2) 第１回中間報告のフォローアップ

、 。超利については引き続き検討を行い 早期に結論を得ることとする

また、中期防衛力整備計画において 「より一層の効果的かつ効率、

的な装備品等の取得を推進するため、装備品の性能、価格等の総合的

な観点から、必要な装備品等を適正な価格で調達するためのコスト・

、 。」マネジメントの手法の確立及びそのための体制の充実 強化を図る

とされていることを踏まえ、同中間報告で中長期的課題とされた「防

衛装備品等の契約額に係る合理的な説明手法の研究 「企業提出デ」、

ータへの依存からの脱却」について、防衛省側における検討を含め、

逐一フォローアップしていくこととしたい。

(3) その他の課題

上記、( )及び( )に加え、第１回中間報告において示した、次の課1 2

題についても、検討していくこととしたい。

・ 事業継続リスク等に対応した契約条項の検討

・ Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併）に対応するための契約条項の検討

・ 国際会計基準導入への対応

・ 予定価格作成ルールの在り方


